
区　分 区　分
現行の

通所介護相当

サービス
種別

サービス
種別

①通所介護
②通所型サービスＡ
（緩和した基準による
サービス）

③通所型サービスＢ
（住民主体による支援）

④通所型サービスＣ
（短期集中サービス）

サービス
内容

サービス
内容

運動、生活機能の向上
のための機能訓練

運動中心のサービス
体操、運動等の活動な
ど自主的な通いの場

作業・理学療法士、歯
科衛生士等による相談
指導（３～６箇月）

サービス
提供の
考え方

サービス
提供の
考え方

【実施（必須）】
入浴介助が必要、認知
症の症状がある等・継
続利用が必要なケース

【実施の方向で検討】
人員配置基準を緩和
し、報酬単価は、現行
相当よりも引下げ

【サービスの創設に向け
検討】
週１回以上の定期的な
開催が必要

【口腔機能、運動機能
実施】
・歯科診療所を通所型
で新設
・二次予防事業で実施
している事業を移行

現状から
想定される
サービス
提供者

現状から
想定される
サービス
提供者

指定事業者 指定事業者

ボランティア
介護予防サポーター
健康推進委員
運動普及推進員

指定事業者
歯科診療所の歯科衛
生士

所管課及
び事業実
施

所管課及
び事業実
施

【介護保険課】
介護予防通所介護
（継続実施）

【介護保険課】
介護予防通所介護
（基準を緩和し実施）

【健康政策課】
※一般介護予防事業の
実施により通所型サー
ビスBへ移行（有効活用
検討）

【健康政策課】
新　通所型口腔機能向上
モデル事業
通所型運動機能向上事業

サービス
種別

サービス
内容

サービス
提供の
考え方

関連事業

移行後（平成29年４月～）

　　　介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）のサービス類型について

　利 用 者 ：
  実施事業：

介護給付（要介護１～５）

１　総合事業について 現行

訪問看護、訪問リハビリ、福祉用具等
（訪問介護と通所介護以外のサービス）介護予防給付

（要支援１・２）

保険給付サービス

介護給付（要介護１～５）

保険給付サービス
介護予防給付（要支援１・２）

１　介護予防・生活支援サービス事業
　【訪問型サービス】
　　①旧介護予防訪問介護と同内容のサービス
　　②多様な主体（専門職、住民ボランティア、民間事業者など）による訪問サービス
　【通所型サービス】
　　①旧介護予防通所介護と同内容のサービス
　　②多様な主体（専門職、住民ボランティア、民間事業者など）による通所サービス
　【生活支援サービス（配食サービス等）】
　【介護予防支援事業（ケアマネジメント）】

地域支援事業

２　サービス類型について

訪問介護
通所介護

地域支援事業

１　二次予防事業
　基本チェックリストにより、要支援・介護状態になるおそれがあると判断
された人を対象としたプログラム
　例：短期間の運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上プログ
ラム
２　一次予防事業
　全ての高齢者を対象とした介護予防教室
　例：運動と体力づくり、栄養改善、口腔機能の向上、認知症予防など

住民主体の生活援助
作業・理学療法士、歯科
衛生士等による相談指導

（３～６箇月）

(1)移送前後の生活支援
(2)通所型サービスの送迎を
別主体が実施

２　一般介護予防事業

(1)　訪問型サービスの提供体制 (2)　通所型サービスの提供体制

現行の
訪問介護相当

多様なサービス主体 多様なサービス主体

ボランティア
地域団体

職能団体
（訪問管理栄養士の会）

NPO
ボランティア団体

①訪問介護
②訪問型サービスＡ
（緩和した基準による
サービス）

③訪問型サービスＢ
（住民主体による支援）

④訪問型サービスＣ
（短期集中サービス）

⑤訪問型サービスＤ
（移動支援）

身体介護、生活援助
生活援助（清掃、買物、
調理、洗濯等）

【健康政策課】
新　　健康づくりリーダー（健康推進委員）に対する介護予防講座を実施し、地域へ波及　など

※筋力トレーニングや栄養教室、口腔ケア出前講座、認知症予防教室は継続

(3) 生活支援サービス（栄養改善を目的とした配食サービス、見守り）
　　→　総合事業ではない事業区分（各市町村の判断により行われる任意事業等）で実施

(4) 介護予防支援事業（ケアマネジメント）
　　→　(1)～(3)、(5)のサービス利用を地域包括支援センター職員がマネジメント（ケアプランの作成）

(5)　一般介護予防事業（対象者は、すべての65歳以上高齢者）

一般介護予防事業
　（住民主体による支援）

【実施（必須）】
身体介護が必要、認
知症の症状がある等
継続利用が必要な
ケース

【実施の方向で検討】
・生活援助のみのサービ
ス
・人員基準を緩和し、報
酬単価は、現行相当より
も引下げ

【長期的にサービスの
創設を検討】
週１回以上の定期的な
開催が必要

【栄養改善　実施】
二次予防事業で実施して
いる事業を移行

【長期的にサービスの創
設を検討】
支援の対象要件が厳し
く、長期的に検討

体操、運動等の活動など自主的な通いの場（月１回開催など任意に実施）

すべての高齢者を対象とし、要介護状態にならないための予防事業を実施
元気な高齢者を増やし、各活動の担い手としていく。

要支援１・２の認定者及び要支援・要介護状態になるおそれがあると判断された65歳以上の人
サービス類型 (1)訪問型サービス、(2)通所型サービスについては、太枠部分のサービスを平成29年４月から実施を基本。(3)から(5)までについては、記載のとおり実施

【介護保険課】
介護予防訪問介護
（継続実施）

【介護保険課】
介護予防訪問介護
（基準を緩和し実施）

【健康政策課】
訪問型栄養改善事業
（継続実施）
※運動と口腔は通所サービ
スで実施の方向

指定事業者（ヘル
パー）

指定事業者（ヘルパー及
び一定の研修受講者）

総合事業

平成28年度　第1回
金沢市介護保険運営協議会

平成28年５月10日

資料８


